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作 業 名   令和 6 年度 収穫調査委託 

       （石鳥谷担当区外） 

 

 

 

 

 

作業場所       岩手県花巻市太田 

               字寒澤山国有林 501 ね林小班 

        外 74 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手南部森林管理署 



事業実行における説明事項 

 

 

 1．調査数量等 

    調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。 

 

 2．支給材料及び貸与品について 

    以下の材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に 

努めること。 

   【支給する材料： 収測番号札（収穫区域及び標準地用）、収穫調査復命書袋】 

   

 3．国有林地理情報システムの借受けについて 

    契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイ 

ル）、衛星画像の借受けが可能である。 

    地図情報等の借受け後は、責任を持って適正に管理すること。 

 

 4．国有林野情報管理システムの使用について 

    収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当 

たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出するこ 

と。 

なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消 

耗品等については受託者の責任において用意すること。 

 

 5．調査箇所の境界について 

    収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の 

指示を仰ぐこと。 

 

 6．林況調査について 

    収穫調査は、林内を十分踏査したうえで行うこと。 

    特に、標準地調査法を用いる場合は、林内の踏査結果を踏まえ、林分状況に即した標 

準地設定を行うとともに、必要に応じて適切に林相区画や除外地設定を行い、より精度 

の高い調査を行うこと。 

 

 7．調査具体内容について 

 

  (1) 収穫量及び伐採率はあくまでも収穫調査の目安であり、保安林指定施業要件など法   

令等に定められた範囲内において、現実林分に即して調査すること。 

 



  (2) 分収造林及び分収育林以外の国造皆伐箇所や複層伐（帯）箇所については「管理経 

営の指針」に基づき、伐区の設定を行わなければならないことに留意すること。 

    伐区の設定に当たっては、林内を十分踏査して、必要に応じて適切に林相区画（広   

葉樹化箇所や渓畔林の除外地設定等）を行ったうえで、周辺林分の状況、搬出条件等   

を勘案し、「管理経営の指針」に基づく伐区および保残帯を設定すること。 

 

  (3) 標準地調査法（標準地簡素化又は標準地襲用の箇所）は、林内を十分踏査して林分

状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画や除外地の設定を行い、

より精度の高い調査を行うこと。 

 

  (4) 間伐調査は、間伐設計の結果算出された目標間伐率を目安に実施することとなる 

が、現地の林相状況等を考慮しつつ間伐の効果が十分得られるような調査とし、間伐 

木の選木にあたっては、間伐要領の選木基準表に基づいて選木すること。 

 

  (5) 標準地調査法は標準地内の全木調査を行うこと。 

    なお、間伐調査箇所の実測は標準地区域のみであることに注意すること。 

 

  (6) 間伐設計は原則として間伐調査発注箇所の全てで行うこと。（襲用先は除く） 

 

  (7) 標準地調査法（襲用）を行う場合は、襲用元か襲用先かについて契約内容を十分確

認し、調査を実施すること。 

    調査箇所、襲用元又は襲用先を変更する場合は、事前に監督職員への協議が必要で 

   あることに留意すること。 

 

  (8) 除外地の標示については、赤テープを用いて標示すること。 

 

   (9) 標準地調査法（簡素化）発注箇所は、標準地調査法の標準地と間伐設計の標準地を 

     兼ねることができる。 

 

  (10) 目測で明らかに実行不可と判断できる箇所は、現地の写真等をもって調査を取り止 

     めることの根拠とすることができる。 

 

  (11) 調査を取り止めることとした箇所は、区域標示を行わないこと。 

 

  (12) 調査内容の変更等協議すべき事項が発生した場合は、所定の様式により書面で協議 

     を行う必要があること、特に、調査を取り止める場合や除外地を設定する場合は、協 

     議が必要であることに留意すること。 

 



  8．収穫調査復命書の作成について 

 

  (1) 搬出計画図は監督職員等に相談するなどして作成すること。 

    搬出計画図作成の要否については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」の記載を確認 

   すること。 

 

   (2) 調査結果について、ｈａあたりの蓄積等に不自然な点がないかチェックすること。 

 

   (3) 収穫調査復命書番号は可能な限り連番とすること。 

 

   (4) 標準地調査法は、面積比例で行うこと。また、同一林小班に複数の樹種が存在する 

     場合や同一樹種について標準地を複数設定した場合について、収穫調査復命書情報入 

     力方法や材積の算出方法等については、甲の指示に従うこと。 

 

  (5) 収穫調査復命書の提出期日は、箇所全て令和 6 年 12 月 6 日(金)とする。 

 

 9．その他 

 

(1) 精算協定は、金額の増減の有無にかかわらず、予定数量に対し、増減が 30％未満で 

あれば協定を締結する。 

    数量に増減がない場合であっても協定を締結する。 

 

(2) 調査を取り止める箇所が発生した場合は、所定の様式に記載のうえ提出すること。 

 

(3) 公告に示す契約期限は、収穫調査復命書の提出期限ではなく、精算協定を締結して現 

地検査に合格するまでの期限、もしくは、変更契約を締結して現地検査に合格するまで 

の期限であることに留意すること。 

 

(4) (3)の記載を踏まえ、時間的余裕をもって収穫調査復命書を提出するとともに、調査 

が終了した箇所については、全ての箇所の調査終了を待たずに収穫調査復命書を提出す 

ること。 

 

(5) 調査対象立木に、何らかの人為的な異常（例えば、①過去に看板を設置するために打 

ち付けたと思われる釘や看板が設置されたままの立木が存在する。 ②過去に雪起こし 

等のために巻き付けたと思われる番線が設置されたまま時間が経過し、樹幹に番線が食 

い込んだ状態の立木が存在する等。）があることを発見した場合は、その旨を監督職員 

へ連絡するとともに、収穫調査復命書（調査取り止めの場合は、収穫調査総括表付表） 

にその旨を記載すること。 
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林道通行状況 立製別

1 分収造林 寒澤山 501ね① 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 緩 中 皆伐 100 直径毎木 5.83 5.83 1,605 1.15 48 22 要 要 要 否 要 1.15 水源涵養保安林 小班分割 寒沢川林道通行可 立木販売
2 分収造林 寒澤山 501ね② 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 緩 中 皆伐 100 直径毎木 7.74 7.74 2,131 1.20 48 28 要 要 要 否 要 1.20 水源涵養保安林 小班分割 寒沢川林道通行可 立木販売
3 分収造林 寒澤山 501ね③ 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 緩 中 皆伐 100 直径毎木 7.32 7.32 2,016 1.19 48 32 要 要 要 否 要 1.19 水源涵養保安林 小班分割 寒沢川林道通行可 立木販売
4 分収造林 寒澤山 501ね④ 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 緩 中 皆伐 100 直径毎木 5.25 5.25 1,444 1.12 48 37 要 要 要 否 要 1.12 水源涵養保安林 小班分割 寒沢川林道通行可 立木販売
5 国有林 大澤山 522ろ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 34 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 4.85 0.10 243 1.45 46 15 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 東の又林道起点から通行不可 製品資材
6 国有林 大澤山 522ろ6 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 34 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.84 38 0.41 46 20 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 522ろ1襲用 東の又林道起点から通行不可 製品資材
7 国有林 大澤山 522ろ7 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 34 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.11 6 0.16 46 22 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 522ろ1襲用 東の又林道起点から通行不可 製品資材
8 国有林 大澤山 522ろ8 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 33 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.66 33 0.47 46 21 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 522ろ1襲用 東の又林道起点から通行不可 製品資材
9 国有林 大澤山 524い1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 0.50 0.05 16 0.61 45 1 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 大沢川林道通行可 製品資材
10 国有林 大澤山 524い3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.79 25 0.68 46 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 524へ2襲用 大沢川林道通行可 製品資材
11 国有林 大澤山 524へ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.04 1 0.11 46 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 524へ2襲用 大沢川林道通行可 製品資材
12 国有林 大澤山 524へ2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 1.56 0.05 52 1.05 46 2 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 大沢川林道通行可 製品資材
13 国有林 大澤山 524へ3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.26 10 0.29 46 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 524へ2襲用 大沢川林道通行可 製品資材
14 国有林 大澤山 524へ4 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 26 スギ 中 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.32 10 0.29 46 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 524へ2襲用 大沢川林道通行可 製品資材
15 分収造林 大澤山 529と 設定外(分収林等) 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 5.19 5.19 1,532 1.12 48 5 要 要 要 否 要 1.12 水源涵養保安林 大沢川林道周辺の作業道通行可 立木販売
16 国有林 台山 579へ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 2.20 0.05 126 1.01 55 10 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
17 国有林 台山 579へ6 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 63 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.28 127 0.52 55 5 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ8襲用 鍋割林道通行可 製品資材
18 国有林 台山 579へ7 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 64 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.37 0.05 149 0.57 55 6 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
19 国有林 台山 579へ8 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 65 スギ 中 疎 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.26 0.05 127 0.57 55 8 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
20 国有林 台山 579へ9 ｱｶﾏﾂ 人工林 62 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 2.72 195 0.78 55 4 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ10襲用 鍋割林道通行可 製品資材
21 国有林 台山 579へ10 ｱｶﾏﾂ 人工林 60 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 3.46 0.10 208 1.27 55 8 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 鍋割林道通行可 製品資材
22 国有林 台山 579へ11 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 2.15 163 0.69 55 6 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ14襲用 鍋割林道通行可 製品資材
23 国有林 台山 579へ12 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 59 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.22 70 0.58 55 10 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ13襲用 鍋割林道通行可 製品資材
24 国有林 台山 579へ13 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 58 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 2.83 0.10 151 1.05 55 12 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 鍋割林道通行可 製品資材
25 国有林 台山 579へ14 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 58 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 2.55 0.10 139 0.87 55 3 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 鍋割林道通行可 製品資材
26 国有林 台山 579へ15 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 58 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 2.40 0.05 99 0.76 55 7 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
27 国有林 台山 579へ16 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 57 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.85 154 0.63 55 9 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ13襲用 鍋割林道通行可 製品資材
28 国有林 台山 579へ17 ｱｶﾏﾂ 人工林 57 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.63 115 0.62 55 14 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ15襲用 鍋割林道通行可 製品資材
29 国有林 台山 579へ18 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 65 スギ 中 疎 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 3.93 0.10 312 1.27 55 3 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 鍋割林道通行可 製品資材
30 国有林 台山 579へ19 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 65 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.68 0.05 91 1.26 55 4 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
31 国有林 台山 579へ20 ｱｶﾏﾂ 人工林 55 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.98 133 0.77 55 4 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ15襲用 鍋割林道通行可 製品資材
32 国有林 台山 579へ21 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 56 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.57 152 0.58 55 7 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ14襲用 鍋割林道通行可 製品資材
33 国有林 台山 579へ22 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 53 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.20 0.05 91 0.57 55 7 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
34 国有林 台山 579へ23 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 0.93 62 0.48 55 9 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ22襲用 鍋割林道通行可 製品資材
35 国有林 台山 579へ24 ｱｶﾏﾂ 人工林 52 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 0.97 0.05 50 0.52 55 10 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
36 国有林 台山 579へ25 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.51 0.05 136 0.64 55 10 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
37 国有林 台山 579へ26 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 1.40 139 0.76 55 13 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 579へ25襲用 鍋割林道通行可 製品資材
38 国有林 台山 579へ31 ｱｶﾏﾂ長伐期 人工林 52 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.91 0.05 97 0.76 55 5 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 鍋割林道通行可 製品資材
39 分収造林 台山 586か① 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 6.67 6.67 1,579 1.33 48 2 要 要 要 否 要 1.33 水源涵養保安林 小班分割 台川林道通行可 立木販売
40 分収造林 台山 586か② 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 4.84 4.84 1,148 1.04 48 1 要 要 要 否 要 1.04 水源涵養保安林 小班分割 台川林道通行可 立木販売
41 分収造林 台山 586か③ 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 4.63 4.63 1,096 1.21 48 1 要 要 要 否 要 1.21 水源涵養保安林 小班分割 台川林道通行可 立木販売
42 分収造林 台山 586か④ 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 5.89 5.89 1,396 1.32 48 5 要 要 要 否 要 1.32 水源涵養保安林 小班分割 台川林道通行可 立木販売
43 国有林 台山 587ろ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 57 スギ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 4.08 0.10 209 1.67 46 1 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 台川林道通行可 製品資材
44 国有林 台山 587は3 ｱｶﾏﾂ 人工林 58 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 7.49 361 1.36 47 4 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587に1襲用 台川林道通行可 製品資材
45 国有林 台山 587は6 ｱｶﾏﾂ 人工林 56 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 2.17 107 2.08 47 2 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587は9襲用 台川林道通行可 製品資材
46 国有林 台山 587は9 ｱｶﾏﾂ 人工林 57 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 5.97 0.15 308 2.33 47 4 否 否 否 否 要 0.27 水源涵養保安林 3 台川林道通行可 製品資材
47 国有林 台山 587は11 ｱｶﾏﾂ 人工林 56 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 2.68 138 0.89 47 9 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587は9襲用 台川林道通行可 製品資材
48 国有林 台山 587に1 ｱｶﾏﾂ 人工林 56 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 11.09 0.25 534 1.89 47 3 否 否 否 否 要 0.45 水源涵養保安林 5 台川林道通行可 製品資材
49 国有林 台山 587に3 ｱｶﾏﾂ 人工林 54 アカマツ 中 中 複層伐(帯・群) 45 標準地(襲用) 4.37 1.97 550 1.63 47 4 否 否 否 否 要 1.63 水源涵養保安林 587に7襲用 台川林道通行可 製品資材
50 国有林 台山 587に4 ｱｶﾏﾂ長伐期 人工林 54 アカマツ 中 中 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 2.85 296 0.94 47 2 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587に1襲用 台川林道通行可 製品資材
51 国有林 台山 587に5 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 29 スギ 緩 密 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 0.46 24 0.38 48 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587に6襲用 台川林道通行可 製品資材
52 国有林 台山 587に6 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 29 スギ 緩 密 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 0.41 0.05 22 0.43 48 2 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 台川林道通行可 製品資材
53 国有林 台山 587に7 ｱｶﾏﾂ 人工林 54 アカマツ 中 中 複層伐(帯・群) 47 標準地(簡標) 4.99 2.36 0.05 684 2.08 48 4 否 否 否 否 要 2.04 水源涵養保安林 1 台川林道通行可 製品資材
54 国有林 台山 587に8 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 28 スギ 中 密 列間(簡標) 35 標準地(襲用) 0.99 49 0.44 48 5 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 587に6襲用 台川林道通行可 製品資材
55 国有林 台山 587と ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 29 スギ 中 密 列間(簡標) 35 標準地(簡標) 1.80 0.05 96 0.74 45 1 否 否 否 否 要 0.09 水源涵養保安林 1 台川林道通行可 製品資材
56 分収造林 葛丸川山 598る1 設定外(分収林等) 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 8.07 8.07 1,484 1.61 49 3 要 要 要 否 要 1.61 水源涵養保安林 沢山沢林道通行可 立木販売
57 分収造林 葛丸川山 598る2 設定外(分収林等) 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 1.19 1.19 248 0.88 49 1 要 要 要 否 要 0.88 水源涵養保安林 沢山沢林道通行可 立木販売
58 分収造林 葛丸川山 602り 設定外(分収林等) 人工林 54 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 6.30 6.30 1,793 2.04 53 7 要 要 要 否 要 2.04 水源涵養保安林 周辺の町道通行可 立木販売
59 分収造林 葛丸川山 605ね2 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 直径毎木 2.92 2.92 511 1.02 55 2 要 要 要 否 要 1.02 水源涵養保安林 葛丸川林道通行可 立木販売
60 国有林 葛丸川山 618い1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 56 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 16.72 0.35 1,736 3.05 63 4 否 否 否 否 要 0.63 水源涵養保安林 7 荒沢林道通行可 製品資材
61 国有林 葛丸川山 618い2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 4.59 211 1.43 64 2 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618い1襲用 荒沢林道通行可 製品資材
62 国有林 葛丸川山 618い3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 54 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 8.15 556 1.65 64 3 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618い1襲用 荒沢林道通行可 製品資材
63 国有林 葛丸川山 618い4 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 7.02 547 1.97 64 1 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618い5襲用 荒沢林道通行可 製品資材
64 国有林 葛丸川山 618い5 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 53 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 10.90 0.25 433 2.10 64 6 否 否 否 否 要 0.45 水源涵養保安林 5 荒沢林道通行可 製品資材
65 国有林 葛丸川山 618い6 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 7.94 305 1.54 64 8 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618い5襲用 荒沢林道通行可 製品資材
66 国有林 葛丸川山 618い7 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 5.96 0.15 277 1.51 64 5 否 否 否 否 要 0.27 水源涵養保安林 3 荒沢林道通行可 製品資材
67 国有林 葛丸川山 618ろ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 51 カラマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 4.10 195 1.36 65 3 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618ろ3襲用 荒沢林道通行可 製品資材
68 国有林 葛丸川山 618ろ2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 9.08 400 1.39 64 6 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618い7襲用 荒沢林道通行可 製品資材
69 国有林 葛丸川山 618ろ3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 5.29 0.15 415 1.48 66 2 否 否 否 否 要 0.27 水源涵養保安林 3 荒沢林道通行可 製品資材
70 国有林 葛丸川山 618ろ4 天然更新型複層林誘導 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 5.83 0.15 321 1.39 64 11 否 否 否 否 要 0.27 水源涵養保安林 3 荒沢林道通行可 製品資材
71 国有林 葛丸川山 618は1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 50 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 3.49 241 0.83 65 2 否 否 否 否 否 水源涵養保安林 618は3襲用 荒沢林道通行可 製品資材
72 国有林 葛丸川山 618は2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 6.07 0.15 260 1.57 65 2 否 否 否 否 要 0.27 水源涵養保安林 3 荒沢林道通行可 製品資材
73 国有林 葛丸川山 618は3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ長伐期 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 4.11 0.10 354 1.43 65 2 否 否 否 否 要 0.18 水源涵養保安林 2 荒沢林道通行可 製品資材
74 分収造林 遠安 706ろ 設定外(分収林等) 人工林 68 スギ 緩 疎 皆伐 100 直径毎木 7.28 7.28 1,580 1.40 46 11 要 要 要 否 要 1.40 周辺の町道通行可 立木販売
75 分収造林 人当 1493は 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 直径毎木 12.69 12.69 3,370 1.87 35 10 要 要 要 否 要 1.87 水源涵養保安林 周辺の道路通行可 立木販売
計 － － － － － － － － － － － － 294.34 4.33 94.81 36,082 82.11 － － － － － － － 28.48 0.00 － － － － －
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